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環境省について
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時代の要請への対応

2050年カーボンニュートラルの

実現に向け、2030年度温室効果

ガス排出を2013年度比46%削減

し、さらに50％の高みに挑戦。

それを実現すべく､｢脱炭素社

会｣､｢循環経済｣､｢分散型社会｣へ

の “３つの移行”を推進。

不変の原点の追求

環境庁創設以来、半世紀間の変

わらぬ使命である「人の命と環

境を守る」取組を追求。また、

東日本大震災・原発事故から10

年を経て未だ道半ばの復興・再

生を全力で推進。

2つのコア･ミッション
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環境・経済・社会の諸課題に取り組む

環境政策による環境・経済・社会課題の同時解決が必要

現在抱えている環境問題は、人類のあらゆる社会経済活動から生じ得るもので、
環境・経済・社会の諸課題は密接に関係しています。

相互に

連関・複雑化

環境の課題
○温室効果ガスの大幅排出削減

○資源の有効利用

○森林・里地里山の荒廃、野生鳥獣被害

○生物多様性の保全 など

経済の課題
○地域経済の疲弊

○新興国との国際競争

○AI、 IoT等の技術革新への対応 など

社会の課題など

○少子高齢化・人口減少

○働き方改革

○大規模災害への備え
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環境省の歩み

1997年
京都議定書採択

2010’s2000’s1990’s1980’s1970’s1950’s
1960’s

激甚な公害問題・自然破壊の発生

1971年
環境庁設置

地球環境問題や都市型公害の顕在化

2001年
環境省設置

東日本大震災発生

2012年
原子力規制委員会設置

1992年
リオ・サミット

種の保存法制定
2015年

パリ協定採択
1967年

公害対策基本法制定
1973年

公害健康被害補償法制定

2000年
循環型社会形成推進

基本法制定
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本省の部局

人事、法令、予算等の総合調整、広報
活動など。各部局の取りまとめ。大臣官房

環境省の「戦略部門」。環境金融、税制、
環境基本計画、環境白書、環境アセスメ
ント等を所管。

総合環境政策
統括官グループ

公害によって被害を受けた方々の補償。
化学物質による健康や生態系への影響
を未然に防止。

環境保健部

気候変動対策について、国内対策から国
際交渉まで幅広く所管。フロン対策やクー
ルビズも。

地球環境局

大気・水・土壌の汚染、騒音、振動、悪
臭などの公害対策。海洋プラごみ問題。水・大気環境局

希少動植物の保護や外来動植物対策、
国立公園の維持管理、動物の愛護と管
理等を所管。

自然環境局

除染、放射性物質に汚染された廃棄物
の処理、中間貯蔵施設整備・管理。３R
や適正処理推進。

環境再生・
資源循環局

地域の魅力と質を向上させる地方創生に
資する地域脱炭素を推進。

地域脱炭素推進
審議官グループ

地域脱炭素推進
審議官グループ

大臣官房 環境保健部

総合環境政策
統括官グループ

地球環境局水・大気環境局

自然環境局

環境再生・
資源循環局

令和４年７
月に新設！
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地域脱炭素の全体像
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国立公園満喫プロジェクト

国立公園にインバウンドを含めた誘客を促進することで、地域経済活性化と自然環境保全の好循環につなげます。

34の国立公園のうち、８つの公園では快適な利用環境の創出や魅力的な体験型コンテンツの充実などの取組を先行的・集中的に実施。その知見
を他の26の公園にも展開し、日本の国立公園を世界の旅行者が長期滞在したいと憧れる旅行目的地にします。

日光国立公園

伊勢志摩国立公園

阿寒摩周国立公園

十和田八幡平国立公園

大山隠岐国立公園

阿蘇くじゅう国立公園

霧島錦江湾国立公園

慶良間諸島国立公園
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藤前干潟

平成14年 ラムサール条約湿地 に登録
希少な鳥類を含め、多くの動植物の生存にとって非常に重要な湿地。
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中間貯蔵施設の整備・管理

除染の結果、大量の除去土壌等が発生。
県内の復興を進めるため、これらは中間貯蔵施設へ。
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本省以外の組織

東北地方環境事務所

中部地方環境事務所
関東地方環境事務所

中国四国地方環境事務所

近畿地方環境事務所

九州地方環境事務所 北海道地方環境事務所

福島地方環境事務所

沖縄奄美自然環境事務所

そのほか、他府省庁への出向、在外公館や国際機関での
勤務、地方公共団体、国立環境研究所などの関連法人へ
の出向の機会もある。

地方環境事務所
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• 所在地：名古屋市中区三の丸

• 管轄区域：愛知県、富山県、
石川県、福井県、長野県、岐阜県、
三重県

• ※さらに区域内には国立公園管
理事務所などの事務所が14カ所設
置。

中部地方環境事務所



環境省の働き方について
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環境省の働き方改革 -職員のポテンシャル最大化に向けて-①

働き方改革により、働き方の多様性と個人・組織の成長を後押しし、
政策の企画力・実行力を高める。

① テレワーク・時差出勤ルール改正で気軽に誰でもテレワーク
コロナ対策で一時的に改正したテレワーク等の頻度・対象・手続を、通常ルール化して継続

※環境省は、デジタル化が進む省庁1位、テレワーク率1位（株式会社ワーク・ライフバランス調べ）

②Web会議活用のルール化でいつでもどこでも働ける環境整備
可能な限り全ての審議会等をWeb会議とし、会議や打合せ等でもWeb会議を活用

主なアクション
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環境省の働き方改革 -職員のポテンシャル最大化に向けて-②

③ 職員自らワーケーションを実践し社会への普及も推進
テレワークの実施場所のルール改正で、ワーケーションを可能にしたことを踏まえ、
今後職員自ら実践することで、社会への普及も推進

④ “霞が関版20％ルール”の導入で新分野に取り組む基盤整備
事前届出等のルールを整備した上で、業務時間の20％を担当以外の業務でチャレンジ
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新規開拓型

タスクフォース型

省内副業型

活動のカタチは

選べる3タイプ
※ハイブリッドも可能

設置されているタスクフォース(TF)：「ファッションと環境」TF、「働き方改革」TF、「環境庁・

環境省50年史」TF、「食と環境」チーム、「若者」TF など
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オフィス改革

before

after○フリーアドレス化の推進

部局によってはテレワークを前提に
席数を実員の８０％としているところも！

紙の削減、Web会議の活用が必然となるため、
テレワークのしやすさにも繋がる。

レイアウトを見直し様々な席を用意することで、
状況に適した環境で執務することが可能に！
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ワーク・ライフ・バランス
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◆残業の程度は部署や時期により異なる

◆年次休暇の計画的な取得を推奨（月１回を目安）

◆育児と仕事のバランスを重視。
（育休取得率→女性はほぼ100％、男性も本省では７５パーセントの職員
が取得しており、全省庁の中でトップクラス！）

◆テレワークを積極的に実施。
コロナ禍で進んだテレワークが現在は定着。

誰でも気軽にテレワークができる仕組み、雰囲気



お知らせ
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いろいろなツールで発信しています！

ぜひ 「いいね！」
してください(^_^)b
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参考資料のご紹介

令和5年度の内定者が作成した、内定者のプ
ロフィール・試験対策・官庁訪問体験談などが
ぎっしり詰まった「内定者の声」を、環境省HPで
公開しています。これから就活を始めようとしてい
る皆さんも、就活はまだ先だけどどんな人が入って
いるのか知りたいという皆さんも、必見です！以下
のQRコードから、是非ご覧ください！

▼こちらから
ご覧ください！

パンフレットを環境省HP上で公開してい
ます。環境省をより深く知っていただく材料
になれば幸いです。
ぜひご覧ください！

内定者の声（事務系） 環境省パンフレット

▼こちらから
ご覧ください！

こちらから
ご覧ください！



新たな成長へ
今こそ、新たな文明社会を目指し、

大きく考え方を転換（パラダイムシフト）していく時に来ていると考えられます。

経済社会システム、ライフスタイル、技術といったあらゆる観点から
イノベーションを創出するとともに、環境保全上の効果を最大限に発揮できるよう、
諸課題の関係性を踏まえ、経済・社会的課題の同時解決に資する効果をもたらすよう

デザインすることで、将来に渡って質の高い生活をもたらす「新たな成長」につなげていきます。


